
平成３１年かすみがうら市議会第１回定例会 

市長提出議案集 

平成３１年３月１日提出 

かすみがうら市 



目 次 

 

1．議案第 6 号 かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する 

 条例の制定について【一部改正】 …………･   1 

2．議案第 7 号 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のた 

 めの固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する 

 条例の制定について【一部改正】 …………･   2 

3．議案第 8 号 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正 

 する条例の制定について【一部改正】 

  …………･   4 

4．議案第 9 号 かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例の制定に 

 ついて【一部改正】 …………･   6 

5．議案第 10 号 かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例 

 の一部を改正する条例の制定について【一部改正】 

  …………･   8 

6．議案第 11 号 かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する 

 条例の一部を改正する条例の制定について【一部改正】 

  …………･   10 

7．議案第 12 号 かすみがうら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の 

 制定について【一部改正】 …………･   12 

8．議案第 13 号 かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並 

 びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正 

 する条例の制定について【一部改正】 

  …………･   14 

    

    



9．議案第 14 号 かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産 

 税の特例措置に関する条例を廃止する条例の制定について 

 【廃止】 …………･   16 

10．議案第 15 号 かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管 

 理及び処分に関する条例を廃止する条例の制定について 

 【廃止】 …………･   17 

11．議案第 16 号 平成３０年度かすみがうら市一般会計補正予算（第７号） 

  …………･   18 

12．議案第 17 号 平成３０年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予 

 算（第３号） …………･   42 

13．議案第 18 号 平成３０年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正 

 予算（第２号） …………･   49 

14．議案第 19 号 平成３０年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正予算 

 （第３号） …………･   56 

15．議案第 20 号 平成３０年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計補 

 正予算（第３号） …………･   58 

16．議案第 21 号 平成３０年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算 

 （第２号） …………･   65 

17．議案第 22 号 平成３１年度かすみがうら市一般会計予算 

  …………･ （予算書） 

18．議案第 23 号 平成３１年度かすみがうら市国民健康保険特別会計予算 

  …………･ （予算書） 

19．議案第 24 号 平成３１年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計予算 

  …………･ （予算書） 

20．議案第 25 号 平成３１年度かすみがうら市介護保険特別会計予算 

  …………･ （予算書） 



21．議案第 26 号 平成３１年度かすみがうら市水道事業会計予算 

…………･ （予算書） 

22．議案第 27 号 平成３１年度かすみがうら市下水道事業会計予算 

…………･ （予算書） 

23．議案第 28 号 かすみがうら市交流センターの指定管理者の指定について 

…………･   72 

24．議案第 29 号 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更 

について …………･   73 

25．議案第 30 号 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更 

に伴う財産処分について …………･   76 

（参考資料） 

○ 付議事件（条例）条文新旧対照表 ･･･････   78～89 

・ かすみがうら市職員の給与に関する条例 新旧対照表

･･･････  (78) 

・ かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産 

税の特例措置に関する条例 新旧対照表 ･･･････  (78～81)

・ かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例 新旧対照表

･･･････  (81～83) 

・ かすみがうら市下水道条例 新旧対照表 ･･･････  (83～84) 

・ かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例 新旧対照表 

･･･････  (84～85) 

・ かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対 

照表 ･･･････  (85)



かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

関する条例 新旧対照表(かすみがうら市水道事業及び下水道事業の 

設置等に関する条例の一部を改正する条例附則第 2 項関係) 

･･･････  (85～86) 

・ かすみがうら市水道事業給水条例 新旧対照表 ･･･････  (86～88) 

・ かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術 

管理者の資格基準に関する条例 新旧対照表 ･･･････  (88～89)



議案第６号

かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について

 かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

制定する。

平成３１年３月１日提出

かすみがうら市長  坪 井  透  

かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 かすみがうら市職員の給与に関する条例（平成１７年かすみがうら市条例第

４６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の１の表中「会計管理者の職務」を削る。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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議案第７号

かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固

定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の

特例措置に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

平成３１年３月１日提出

かすみがうら市長  坪 井  透  

かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固

定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例

 かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の

特例措置に関する条例（平成２１年かすみがうら市条例第１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項中「新増設」を「新設又は増設（以下「新増設」という。）」に

改め、同条第２項を次のように改める。 

２ この条例において「新設」とは、市内に事務所等を有しない企業が市内に

事務所等を新たに建設して設置することをいい、「増設」とは、市内に既に事

務所等を有する企業が事務所等の設置若しくは取得又は既存の事務所等の設

備を拡張することをいう。 

第２条に次の１項を加える。 
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８ この条例において「新規雇用従業員」とは、規則で定める者をいう。 

 第４条第１項中「３年度分の固定資産税」を「３年度分」に改め、同項ただ

し書を削る。 

 第４条第２項中「５年度分の固定資産税」を「５年度分」に改め、同項ただ

し書を削る。 

 第４条に次の１項を加える。 

３ 次条第２号に規定する申告に係る従業員数が５人未満（中小企業基本法（昭

和３８年法律第１５４号）第２条に定める中小企業者にあっては３人未満）

の特例法人又は認定事業者は、前２項の規定による固定資産税の課税の免除

を受けることができない。 

 第５条中「前条の規定」を「前条第１項又は第２項の規定の適用」に、「法人

等」を「特例法人又は認定事業者（以下「特例法人等」という。）」に改め、

同条第２号中「特例法人及び認定事業者（以下「特例法人等」という。）」を

「特例法人等」に改め、同号中「及び」を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 議案第８号 

 

   かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条    

   例の制定について    

 

 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を次のと

おり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例   

 かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例（平成１７年かすみがうら市条

例第８８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第５号に次のように加える。 

  キ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３

号）に基づく精神障害者保健福祉手帳を交付された者のうち、障害程度

が１級の者（６５歳以上７５歳未満の者は、高齢者の医療の確保に関す

る法律第５０条第２号の規定による認定を受けたものに限る。） 

 第４条の２中「重度心身障害者等並びに母子家庭の母子及び父子家庭の父子

以外の小児であり、９歳」を「１５歳」に、「１５歳」を「１８歳」に、「もの」

を「小児」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 市は、対象者が１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある

ときは、前条第２項第２号の規定により医療福祉費から控除した額を対象者
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の申請に基づいて支給する。ただし、市長が必要と認めた場合は、保護者等

の申請に基づいて支給することができる。 

 第５条第１項第２号中「小児にあっては、出生の日並びに１歳の誕生日」を

「小児（１５歳に達する日以後の最初の４月１日から１８歳に達する日以後の

最初の３月３１日までの間にあるものに限る。）にあっては、１５歳の誕生日」

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第４条の２及び

第５条第１項第２号の改正規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行日前の診療に係る医療福祉費の支給については、なお従前

の例による。 
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 議案第９号 

 

   かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市下水道条例の一部を改正する条例    

 かすみがうら市下水道条例（平成１７年かすみがうら市条例第１４０号）の

一部を次のように改正する。 

 

 別表中「１，１８８円」を「１，２１０．０円」に、「１２９．６円」を「１

３２．０円」に、「１４０．４円」を「１４３．０円」に、「１５１．２円」

を「１５４円．０」に、「１６２円」を「１６５．０円」に、「１７２．８円」

を「１７６．０円」に、「１８３．６円」を「１８７．０円」に、「１９４．

４円」を「１９８．０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市下水道条例の規定にかかわらず、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前から継続している公共

下水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日までの間に支払を受け
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る権利が確定する使用料については、なお従前の例による。 
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 議案第１０号 

 

   かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部    

   を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部を改正する

条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例の一部    

   を改正する条例 

 かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例（平成１７年かす

みがうら市条例第１４２号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「１，１８８円」を「１，２１０．０円」に、「１２９．６円」

を「１３２．０円」に、「１４０．４円」を「１４３．０円」に、「１５１．

２円」を「１５４．０円」に、「１６２円」を「１６５．０円」に、「１７２．

８円」を「１７６．０円」に、「１８３．６円」を「１８７．０円」に、「１

９４．４円」を「１９８．０円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例による改正後のかすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関

する条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

の前から継続している農業集落排水処理施設の使用で、施行日から平成３１

年１０月３１日までの間に支払を受ける権利が確定する使用料については、

なお従前の例による。 
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 議案第１１号 

 

   かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の    

   一部を改正する条例の制定について    

 

 かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正

する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の    

   一部を改正する条例 

 かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（平成１７年

かすみがうら市条例第１４４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第９条第１項中「水道事業に」を「上下水道事業に」に、「かすみがうら市水

道事業運営審議会」を「かすみがうら市上下水道事業運営審議会」に改め、同

条第２項第１号中「水道事業」を「上下水道事業」に改める。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部改正） 

２ かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
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条例（平成１７年かすみがうら市条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表第１附属機関の部中「水道事業運営審議会委員」を「上下水道事業運

営審議会委員」に改める。 
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 議案第１２号 

 

   かすみがうら市水道事業給水条例の一部を改正する条例の制定に    

   ついて    

 

 かすみがうら市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のとおり制定す

る。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市水道事業給水条例の一部を改正する条例    

 かすみがうら市水道事業給水条例（平成１７年かすみがうら市条例第１４６

号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中「１，６２０．０」を「１，６５０．０」に、「４８．６」を「４

９．５」に、「２０５．２」を「２０９．０」に、「２２６．８」を「２３１．

０」に、「２５９．２」を「２６４．０」に、「２７０．０」を「２７５．０」

に、「８１０．０」を「８２５．０」に、「５４．０」を「５５．０」に、「１

０８．０」を「１１０．０」に、「１１８．８」を「１２１．０」に、「１８

３．６」を「１８７．０」に、「２１６．０」を「２２０．０」に、「１，０

８０．０」を「１，１００．０」に、「１，４０４．０」を「１，４３０．０」

に改める。 

 別表第２中「９７，２００」を「９９，０００」に、「１６２，０００」を

「１６５，０００」に、「１９４，４００」を「１９８，０００」に、「２８
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０，８００」を「２８６，０００」に、「３５６，４００」を「３６３，００

０」に、「８１０，０００」を「８２５，０００」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のかすみがうら市水道事業給水条例の規定にかかわ

らず、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前から継続してい

る水道の使用で、施行日から平成３１年１０月３１日までの間に料金の支払

を受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。 
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 議案第１３号 

 

   かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水    

   道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の制    

   定について    

 

 かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水    

   道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理

者の資格基準に関する条例（平成２５年かすみがうら市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の前期課程（以

下「専門職大学前期課程」という。）を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（専

門職大学前期課程にあっては、修了した後）」を加え、同条第８号中「又は水道

環境」を削る。 

 第４条第２号中「卒業した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修

了した後）」を、「同条第３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（専門職大

学前期課程にあっては、修了した者）」を、同条第４号中「学科目を修めて卒業
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した後」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）」を、「同条第

３号に規定する学校を卒業した者」の次に「（専門職大学前期課程にあっては、

修了した者）」を加える。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

15



 議案第１４号 

 

   かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特    

   例措置に関する条例を廃止する条例の制定について    

 

 かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関

する条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特    

   例措置に関する条例を廃止する条例 

 

 かすみがうら市太陽光発電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関

する条例（平成２５年かすみがうら市条例第３２号）は、廃止する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３２年１月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による廃止前のかすみがうら市太陽光発

電設備設置促進のための固定資産税の特例措置に関する条例第３条の規定に

より特例措置を受けている土地の固定資産税の課税標準は、なお従前の例に

よる。 
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 議案第１５号 

 

   かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び    

   処分に関する条例を廃止する条例の制定について 

 

 かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び処分に関す

る条例を廃止する条例を次のとおり制定する。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び    

   処分に関する条例を廃止する条例 

 

 かすみがうら市農業集落排水施設維持管理基金の設置、管理及び処分に関す

る条例（平成１７年かすみがうら市条例第７１号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 
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 議案第１６号 

 

   平成３０年度かすみがうら市一般会計補正予算（第７号） 

 平成３０年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２，５１４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

１６，８７８，５５６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

   平成３１年３月１日提出 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

10  地 方 交 付 税     3,450,000       185,311     3,635,311

 1  地 方 交 付 税     3,450,000       185,311     3,635,311

12  分 担 金 及 び 負 担 金       213,515        10,613△       202,902

 1  負 担 金       213,515        10,613△       202,902

13  使 用 料 及 び 手 数 料        53,484           600        54,084

 1  使 用 料        27,429           600        28,029

14  国 庫 支 出 金     2,237,002       139,047△     2,097,955

 1  国 庫 負 担 金     1,565,931        17,666     1,583,597

 2  国 庫 補 助 金       659,839       156,713△       503,126

15  県 支 出 金     1,174,167        10,486     1,184,653

 1  県 負 担 金       621,016           429△       620,587

 2  県 補 助 金       367,826        33,623       401,449

 3  県 委 託 金        94,881        15,754△        79,127

 4  県 交 付 金        90,444         6,954△        83,490

18  繰 入 金       997,994       590,064△       407,930

 1  基 金 繰 入 金       950,630       590,064△       360,566

19  繰 越 金       203,068       858,818     1,061,886

 1  繰 越 金       203,068       858,818     1,061,886

20  諸 収 入       213,796         6,677△       207,119

 4  受 託 事 業 収 入        14,071           323△        13,748

 5  雑 入       177,724         6,354△       171,370

21  市 債     1,667,200       266,300△     1,400,900
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款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  市 債     1,667,200       266,300△     1,400,900

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計              16,836,042        42,514    16,878,556
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 2  総 務 費     1,866,966       502,149     2,369,115

 1  総 務 管 理 費     1,476,269       526,923     2,003,192

 4  選 挙 費        98,175        24,774△        73,401

 3  民 生 費     6,262,310       187,014△     6,075,296

 1  社 会 福 祉 費     3,040,491         6,346△     3,034,145

 2  児 童 福 祉 費     2,651,748       179,993△     2,471,755

 3  生 活 保 護 費       570,071           675△       569,396

 4  衛 生 費     1,318,751       161,813△     1,156,938

 1  保 健 衛 生 費     1,318,751       161,813△     1,156,938

 6  農 林 水 産 業 費       652,556        18,169△       634,387

 1  農 業 費       633,628        12,087△       621,541

 2  林 業 費        14,513         5,982△         8,531

 3  水 産 業 費         4,415           100△         4,315

 7  商 工 費       412,741        25,937△       386,804

 1  商 工 費       412,741        25,937△       386,804

 8  土 木 費     1,806,092        36,558△     1,769,534

 2  道 路 橋 梁 費       645,813        28,652△       617,161

 4  都 市 計 画 費     1,055,981         7,906△     1,048,075

 9  消 防 費       936,123        19,694△       916,429

 1  消 防 費       936,123        19,694△       916,429

10  教 育 費     1,225,369        10,450△     1,214,919

 1  教 育 総 務 費       213,410           616△       212,794
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款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 4  社 会 教 育 費       258,993         1,076△       257,917

 5  保 健 体 育 費       160,502         8,758△       151,744

12  公 債 費     2,154,269             0     2,154,269

 1  公 債 費     2,154,269             0     2,154,269

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計              16,836,042        42,514    16,878,556
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１　追　加 （単位　千円）

款 項 金　　　　額

　　２　総務費 １　総務管理費 １，４１５

　　７　商工費 １　商工費 ２，８８６

　　８　土木費 ２　道路橋梁費 ２０，４９３

８８，０００

　１０　教育費 ５　保健体育費 ５，８４０

１１８，６３４合　　計

第　２　表　　　繰　越　明　許　費

事　　業　　名

基幹系電算システム管理事業

道路維持管理事業（政策）

市道整備事業（政策）

第１常陸野公園管理運営事業

プレミアム付商品券事業（政策）

23



　変　更 （単位：千円）

子ども・子育て支援事業計画策定業務
委託

小学校給食業務委託

中学校給食業務委託

第　３　表　　　債　務　負　担　行　為　補　正

事　　　　項
補　  正　  前 補　  正  　後

１１３，５０２ １１５，０７９

８９，６９４ ９０，９４１

限　　度　　額

２，８０２

限　　度　　額

２，８２４
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　１　変　更 （単位　千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 利率 償還の方法

さくら保育所施設解体整備事業債 ７９，８００ ０

霞台厚生施設整備事業債 １９１，４００ １８，１００

農村環境改善センター整備事業債 １１，２００ ０

罹災証明書交付等共同整備事業債 ４，２００ ２，２００

第　４　表　　　地　方　債　補　正

補正後

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者と協定
するものに
よる。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借り換えす
ることがで
きる。

普通貸借又
は証券発行

　３．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び地方公共
団体機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

　政府資金
について
は、その融
資条件によ
り、銀行そ
の他の場合
にはその債
権者と協定
するものに
よる。ただ
し、市財政
の都合によ
り据置期間
及び償還期
限を短縮
し、又は繰
上償還もし
くは低利に
借り換えす
ることがで
きる。

　３．０％
以内（ただ
し、利率見
直し方式で
借り入れる
政府資金及
び地方公共
団体機構資
金につい
て、利率の
見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

起債の目的
補正前

起債の方法

普通貸借又
は証券発行
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  市 税         5,460,529                 0         5,460,529

 2  地 方 譲 与 税           226,000                 0           226,000

 3  利 子 割 交 付 金             7,320                 0             7,320

 4  配 当 割 交 付 金            21,984                 0            21,984

 5  株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金            22,346                 0            22,346

 6  地 方 消 費 税 交 付 金           706,957                 0           706,957

 7  ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金           100,000                 0           100,000

 8  自 動 車 取 得 税 交 付 金            35,000                 0            35,000

 9  地 方 特 例 交 付 金            15,000                 0            15,000

10  地 方 交 付 税         3,450,000           185,311         3,635,311

11  交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             7,138                 0             7,138

12  分 担 金 及 び 負 担 金           213,515            10,613    △           202,902

13  使 用 料 及 び 手 数 料            53,484               600            54,084

14  国 庫 支 出 金         2,237,002           139,047    △         2,097,955

15  県 支 出 金         1,174,167            10,486         1,184,653

16  財 産 収 入             9,191                 0             9,191

17  寄 附 金            14,351                 0            14,351

18  繰 入 金           997,994           590,064    △           407,930

19  繰 越 金           203,068           858,818         1,061,886

20  諸 収 入           213,796             6,677    △           207,119

21  市 債         1,667,200           266,300    △         1,400,900

歳          入          合          計        16,836,042            42,514        16,878,556

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  議 会 費     143,481           0     143,481

 2  総 務 費   1,866,966     502,149   2,369,115      15,754△       3,658△     521,561

 3  民 生 費   6,262,310     187,014△   6,075,296     103,860△      79,800△      37,945△      34,591

 4  衛 生 費   1,318,751     161,813△   1,156,938       2,548△     173,300△       4,503△      18,538

 5  労 働 費      27,382           0      27,382

 6  農 林 水 産 業 費     652,556      18,169△     634,387      14,319△       3,850△

 7  商 工 費     412,741      25,937△     386,804       2,886      11,200△       5,000△      12,623△

 8  土 木 費   1,806,092      36,558△   1,769,534      17,986△      18,572△

 9  消 防 費     936,123      19,694△     916,429       1,847△       2,000△       4,454△      11,393△

10  教 育 費   1,225,369      10,450△   1,214,919         206△       2,469△       7,775△

11  災 害 復 旧 費           2           0           2

12  公 債 費   2,154,269           0   2,154,269     129,690△     129,690

13  予 備 費      30,000           0      30,000

歳     出     合     計  16,836,042      42,514  16,878,556     153,634△     266,300△     187,719△     650,167

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 10 地方交付税 （項） 1 地方交付税

1 地 方 交 付 税 185,311 3,450,000 3,635,311 1 地 方 交 付 税 185,311  震災復興特別交付税

185,311 3,450,000 3,635,311 計 

（款） 12 分担金及び負担金 （項） 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金 △10,613 213,515 202,902 2 児童福祉費負担金 △10,613  市立保育所保育料 △5,125 

 私立保育園保育料 △4,260 

 過年度保育料 △688 

 延長保育保育料 △540 

△10,613 213,515 202,902 計 

（款） 13 使用料及び手数料 （項） 1 使用料

5 土 木 使 用 料 600 13,366 13,966 2 道 路 占 用 料 600  道路占用料

600 27,429 28,029 計 

（款） 14 国庫支出金 （項） 1 国庫負担金

1 民生費国庫負担金 17,666 1,565,931 1,583,597 2 児童福祉費負担金 20,402  児童手当交付金 △4,671 

 過年度国庫負担金 25,073 

3 児 童 扶 養 手 当

給 付 費 負 担 金

△2,172  児童扶養手当給付費負担金

4 生活保護費負担金 △506  生活困窮者自立支援負担金

5 国 民 健 康 保 険

事 業 費 負 担 金

△58  保険基盤安定負担金

17,666 1,565,931 1,583,597 計 

（款） 14 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

2 民生費国庫補助金 △143,326 268,177 124,851 2 児童福祉費補助金 △143,326  高等職業訓練促進給付金等事業費補助金 △2,985 

 保育対策総合支援事業費補助金 △11,613 

 保育所等整備交付金 △128,728 

3 衛生費国庫補助金 4,766 11,103 15,869 1 保健衛生費補助金 4,766  循環型社会形成推進交付金

4 農林水産費国庫補助

金

△1,000 4,225 3,225 1 農 業 費 補 助 金 △1,000  荒廃農地等利活用促進交付金
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 14 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

5 土木費国庫補助金 △1,080 2,727 1,647 1 土木費国庫補助金 △1,080  集約都市形成支援事業費補助金

6 教育費国庫補助金 △206 52,820 52,614 3 幼稚園費補助金 △206  幼稚園就園奨励費補助金

7 社会資本整備総合交

付 金

△18,420 170,871 152,451 1 社会資本整備総合

交 付 金

△18,420  社会資本整備総合交付金 △1,847 

 防災安全社会資本整備交付金 △16,573 

8 地域再生基盤強化交

付 金

△333 40,000 39,667 1 地域再生基盤強化

交 付 金

△333  道整備交付金

16 商工費国庫補助金 2,886 0 2,886 1 商 工 費 補 助 金 2,886  プレミアム付商品券事業補助金

△156,713 659,839 503,126 計 

（款） 15 県支出金 （項） 1 県負担金

1 民 生 費 県 負 担 金 △429 621,016 620,587 2 児童福祉費負担金 △889  児童手当交付金

4 国 民 健 康 保 険

事 業 費 負 担 金

1,515  保険基盤安定負担金

5 後期高齢者医療事

業 費 負 担 金

△1,055  後期高齢者保険基盤安定負担金

△429 621,016 620,587 計 

（款） 15 県支出金 （項） 2 県補助金

2 民 生 費 県 補 助 金 47,302 212,130 259,432 3 医療福祉費補助金 △9,635  医療費補助金

4 児童福祉費補助金 62,248  民間保育所乳児等保育事業補助金 125 

 多子世帯保育料軽減事業費助成金 765 

 保育対策総合支援事業費補助金 795 

 認定こども園施設整備補助金 60,563 

5 子ども・子育て支

援 交 付 金

△5,311  一時預かり事業 △2,509 

 地域子育て支援拠点事業 △6,825 

 放課後児童健全育成事業 4,023 

3 衛 生 費 県 補 助 金 △7,314 25,427 18,113 1 保健衛生費補助金 △7,314  浄化槽設置整備事業費補助金

4 農 林 水 産 業 費

県 補 助 金

△6,365 43,615 37,250 1 農 業 費 補 助 金 △384  機構集積協力金交付事業費補助金

2 林 業 費 補 助 金 △5,981  一般造林事業補助金 △381 

 身近なみどり整備推進事業費補助金 △5,600 

33,623 367,826 401,449 計 
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 15 県支出金 （項） 3 県委託金

1 総 務 費 県 委 託 金 △15,754 92,960 77,206 2 選 挙 費 委 託 金 △15,754  茨城県議会議員一般選挙委託金

△15,754 94,881 79,127 計 

（款） 15 県支出金 （項） 4 県交付金

3 農 林 水 産 業 費

県 交 付 金

△6,954 87,722 80,768 1 農 業 費 交 付 金 △6,954  多面的機能支払事業費 △7,023 

 多面的事業推進事業費 △399 

 農地利用最適化交付金 468 

△6,954 90,444 83,490 計 

（款） 18 繰入金 （項） 1 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金 △419,635 419,635 0 1 財 政 調 整 基 金

繰 入 金

△419,635  財政調整基金

2 霞ヶ浦水質浄化対策

基 金 繰 入 金

△4,503 37,795 33,292 1 霞ヶ浦水質浄化

対策基金繰入金

△4,503  浄化槽設置整備事業

3 地 域 づ く り 基 金

繰 入 金

△1,435 42,400 40,965 1 地域づくり基金

繰 入 金

△1,435  まちづくりファンド助成事業

5 公共施設等整備基金

繰 入 金

△7,469 7,469 0 1 公共施設等整備基

金 繰 入 金

△7,469  農村環境改善センター管理運営事業 △5,000 

 第１常陸野公園管理運営事業 △2,469 

6 減 債 基 金 繰 入 金 △129,690 229,690 100,000 1 減債基金繰入金 △129,690  市債元利償還金

7 地域福祉基金繰入金 △27,332 89,738 62,406 1 地域福祉基金繰入

金

△27,332  私立保育所事業

△590,064 950,630 360,566 計 

（款） 19 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 858,818 203,068 1,061,886 1 繰 越 金 858,818  前年度繰越金

858,818 203,068 1,061,886 計 

（款） 20 諸収入 （項） 4 受託事業収入

1 総務費受託事業収入 △323 593 270 1 霞ヶ浦土地改良区

総代総選挙受託事

業 収 入

△211  霞ヶ浦土地改良区総代総選挙受託金
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 20 諸収入 （項） 4 受託事業収入

2 一の瀬上流土地改

良区総代総選挙受

託 事 業 収 入

△112  一の瀬上流土地改良区総代総選挙受託金

△323 14,071 13,748 計 

（款） 20 諸収入 （項） 5 雑入

7 雑 入 △6,354 140,060 133,706 1 雑 入 △6,354  充電インフラ整備事業費補助金 △1,900 

 消防団員退職報償金 △4,454 

△6,354 177,724 171,370 計 

（款） 21 市債 （項） 1 市債

2 民 生 債 △79,800 79,800 0 1 保育所施設整備事

業 債

△79,800  さくら保育所施設解体整備事業債

3 衛 生 債 △173,300 191,400 18,100 1 一般廃棄物処理事

業 債

△173,300  霞台厚生施設整備事業債

4 商 工 債 △11,200 11,200 0 1 観光施設整備事業

債

△11,200  農村環境改善センター整備事業債

6 消 防 債 △2,000 60,100 58,100 4 災害対策事業債 △2,000  罹災証明書交付等共同整備事業債

△266,300 1,667,200 1,400,900 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 総務費 （項） 1 総務管理費

2 広聴広報
費

△1,900 19,941 18,041   △1,435 △465 13 △465 委託料
19 △1,435 負担金

、補助
及 び
交付金

03 市民参画事業（政策） △1,435 
19   まちづくりファンド助成事
   業補助金 △1,435 

05 男女共同参画推進事業（政策） △465 
13   男女共同参画第三次計画業
   務委託 △465 

6 財産管理
費

528,023 204,698 732,721   △1,900 529,923 12 △570 役務費
13 △330 委託料
14 △600 使用料

及 び
賃借料

19 △430 負担金
、補助
及 び
交付金

25 529,953 積立金

02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業 △600 
14   大型バス借上料 △600 

03 千代田庁舎等財産管理事業 △1,330 
12   手数料 △570 
13   急速充電器保守委託 △330 
19   東京電力受電工事負担金 △430 

07 基金運用事業 529,953 
25   地域づくり基金積立金 500,000 
25   公共施設等整備基金積立金 29,953 

13 あじさい
館管理費

800 62,494 63,294    800 11 800 需用費 02 あじさい館管理事業 800 
11   燃料費 800 

526,923 1,476,269 2,003,192 計     △3,335 530,258 

（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費
2 市長選挙
費

△5,545 24,973 19,428    △5,545 1 △162 報 酬
3 △729 職 員
手当等

11 △1,577 需用費
12 △590 役務費
13 △105 委託料
14 △162 使用料

及 び
賃借料

19 △2,220 負担金
、補助
及 び
交付金

01 職員等人件費 △729 
 3   時間外勤務手当 △729 

02 市長選挙事業 △4,816 
 1   委員等報酬 △162 
11   消耗品費 △1,308 
11   食糧費 △27 
11   印刷製本費 △230 
11   光熱水費 △12 
12   電話料 △1 
12   通信運搬費 △112 
12   手数料 △477 
13   選挙人名簿作成等業務委託 △50 
13   投票所開票所設営等業務委
   託 △55 
14   投票管理システム使用料 △162 
19   市長選挙公営負担金 △2,220 

3 茨城県議
会議員一
般選挙費

△15,754 22,782 7,028 △15,754    1 △2,082 報 酬
3 △7,296 職 員
手当等

01 職員等人件費 △7,296 
 3   時間外勤務手当 △6,900 
 3   管理職員特別勤務手当 △396 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

9 △7 旅 費
11 △2,755 需用費
12 △1,069 役務費
13 △342 委託料
14 △203 使用料

及 び
賃借料

18 △2,000 備 品
購入費

02 茨城県議会議員一般選挙事業 △8,458 
 1   選挙管理委員長報酬 △8 
 1   選挙管理委員報酬 △48 
 1   委員等報酬 △2,026 
 9   委員等費用弁償 △7 
11   消耗品費 △1,826 
11   燃料費 △100 
11   食糧費 △782 
11   印刷製本費 △29 
11   光熱水費 △18 
12   電話料 △37 
12   通信運搬費 △49 
12   手数料 △983 
13   選挙人名簿作成等業務委託 △18 
13   投票所開票所設営等業務委
   託 △287 
13   第１１投票区投票所警備委
   託 △37 
14   投票管理システム使用料 △98 
14   投票箱運搬車借上料 △33 
14   投票所借上料 △72 
18   投開票所用備品 △2,000 

5 霞ヶ浦土
地改良区
総代総選
挙 費

△211 421 210   △211  1 △204 報 酬
11 △7 需用費

02 霞ヶ浦土地改良区総代総選挙事
 業 △211 

 1   委員等報酬 △204 
11   消耗品費 △7 

6 一の瀬上
流土地改
良区総代
総選挙費

△112 172 60   △112  1 △101 報 酬
9 △4 旅 費
11 △7 需用費

02 一の瀬上流土地改良区総代総選
 挙事業 △112 

 1   選挙管理委員長報酬 △9 
 1   選挙管理委員報酬 △24 
 1   委員等報酬 △68 
 9   委員等費用弁償 △4 
11   消耗品費 △7 

7 市議会議
員補欠選
挙 費

△3,152 8,072 4,920    △3,152 1 △61 報 酬
3 △47 職 員
手当等

11 △272 需用費
12 △36 役務費
13 △184 委託料

01 職員等人件費 △47 
 3   時間外勤務手当 △47 

02 市議会議員補欠選挙事業 △3,105 
 1   委員等報酬 △61 
11   消耗品費 △174 
11   食糧費 △32 
11   印刷製本費 △66 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 総務費 （項） 4 選挙費

19 △2,552 負担金
、補助
及 び
交付金

12   手数料 △36 
13   ポスター掲示場設置及び撤
   去委託 △130 
13   投票所開票所設営等業務委
   託 △54 
19   市議会議員選挙公営負担金 △2,552 

△24,774 98,175 73,401 計   △15,754  △323 △8,697 

（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費
1 社会福祉
総 務 費

2,002 761,378 763,380 1,457   545 23 60 償還金
、利子
及 び
割引料

28 1,942 繰出金

13 国民健康保険特別会計繰出事業 1,942 
28   国民健康保険特別会計繰出
   金 1,942 

16 臨時福祉給付金給付事業（政策
 ） 60 

23   国庫負担金等超過交付金返
   還金 60 

5 医療福祉
費

△5,000 321,237 316,237 △9,635   4,635 20 △5,000 扶助費 02 医療福祉事業 △5,000 
20   医療費（県補助） △5,000 

6 老人医療
費

△3,348 503,346 499,998 △1,055   △2,293 19 △1,942 負担金
、補助
及 び
交付金

28 △1,406 繰出金

03 後期高齢者医療事業 △3,348 
19   茨城県後期高齢者医療広域
   連合負担金 △1,942 
28   後期高齢者医療特別会計繰
   出金 △1,406 

△6,346 3,040,491 3,034,145 計   △9,233   2,887 

（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費
2 児童措置
費

△17,097 809,701 792,604 △10,717   △6,380 12 △150 役務費
20 △16,947 扶助費

02 児童扶養手当事業 △6,518 
20   児童扶養手当 △6,518 

05 児童手当事業 △6,600 
12   通信運搬費 △150 
20   児童手当 △6,450 

06 母子父子福祉事業（政策） △3,979 
20   高等職業訓練促進給付金 △3,979 

3 保育所費 △28,944 448,385 419,441  △79,800 △6,353 57,209 7 △19,505 賃 金
11 △271 需用費
12 △29 役務費
14 △3,234 使用料

及 び
賃借料

03 第一保育所管理運営事業 △803 
 7   臨時職員賃金 △803 

05 やまゆり保育所管理運営事業 △9,328 
 7   臨時職員賃金 △9,328 

07 旧さくら保育所管理運営事業 △9,439 
11   光熱水費 △271 
12   電話料 △20 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 3 民生費 （項） 2 児童福祉費

15 △5,905 工 事
請負費

12   手数料 △9 
14   土地借上料 △3,234 
15   施設解体工事 △5,905 

09 わかぐり保育所管理運営事業 △9,374 
 7   臨時職員賃金 △9,223 
 7   保育所バス代替運転手賃金 △151 

4 児童福祉
施 設 費

△135,107 1,185,524 1,050,417 △88,192  △31,592 △15,323 19 △140,296 負担金
、補助
及 び
交付金

23 5,189 償還金
、利子
及 び
割引料

04 私立保育所事業（政策） △135,107 
19   子ども・子育て支援交付金 △28,003 
19   民間保育所乳児等保育事業
   補助金 249 
19   保育対策総合支援事業費補
   助金 △12,365 
19   保育士確保対策補助金 △540 
19   保育所等整備交付金 △95,497 
19   障害児保育事業補助金 △4,140 
23   国庫補助金等返還金 5,189 

6 放課後児
童健全育
成事業費

△373 115,944 115,571 4,023   △4,396 7 △8,500 賃 金
19 8,127 負担金

、補助
及 び
交付金

02 放課後児童健全育成事業 △8,500 
 7   臨時職員賃金 △8,500 

03 放課後児童健全育成事業（政策
 ） 8,127 

19   放課後児童クラブ民営補助
   金 8,127 

7 少子化対
策事業費

1,528 13,666 15,194 765   763 19 1,528 負担金
、補助
及 び
交付金

03 子育て支援事業（政策） 1,528 
19   多子世帯保育料軽減事業費
   助成金 1,528 

△179,993 2,651,748 2,471,755 計   △94,121 △79,800 △37,945 31,873 

（款） 3 民生費 （項） 3 生活保護費
1 生活保護
総 務 費

△675 106,055 105,380 △506   △169 1 △675 報 酬 04 生活保護適正化推進事業（政策
 ） △675 

 1   生活保護就労支援員報酬 △675 
△675 570,071 569,396 計   △506   △169 

（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費
1 保健衛生
総 務 費

△15,344 457,957 442,613 △2,548  △4,503 △8,293 19 △15,344 負担金
、補助
及 び
交付金

06 休日緊急医療対策事業 △832 
19   石岡市緊急診療所負担金 △832 

11 浄化槽設置整備事業（政策） △14,512 
19   浄化槽等設置事業費補助金 △14,512 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 4 衛生費 （項） 1 保健衛生費

2 母子保健
事 業 費

439 40,424 40,863    439 23 439 償還金
、利子
及 び
割引料

05 養育医療給付事業 439 
23   国庫負担金等返還金 439 

4 予 防 費 △12,900 111,868 98,968    △12,900 13 △12,900 委託料 02 法定予防接種事業 △10,300 
13   予防接種委託 △10,300 

04 任意予防接種事業（政策） △2,600 
13   予防接種委託 △2,600 

6 環境保全
対 策 費

△134,008 655,752 521,744  △173,300  39,292 13 △9,702 委託料
19 △124,306 負担金

、補助
及 び
交付金

05 公害防止対策事業（政策） △1,288 
13   河川水質等調査業務委託 △370 
13   臭気測定調査委託 △615 
13   自動車騒音常時監視調査業
   務委託 △303 

09 一般廃棄物処理事業（政策） △131,081 
13   家庭系一般廃棄物収集業務
   委託 △8,414 
19   霞台厚生施設組合負担金 △122,667 

22 世界湖沼会議サテライト事業（
 政策） △1,639 

19   世界湖沼会議登録負担金 △36 
19   世界湖沼会議かすみがうら
   サテライト事業補助金 △1,603 

△161,813 1,318,751 1,156,938 計   △2,548 △173,300 △4,503 18,538 

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費
1 農業委員
会 費

468 57,341 57,809 468    1 468 報 酬 02 農業委員会運営事業 468 
 1   会長報酬 18 
 1   会長代理報酬 18 
 1   委員報酬 234 
 1   推進委員報酬 198 

2 農業総務
費

△1,126 370,039 368,913    △1,126 28 △1,126 繰出金 04 農業集落排水事業特別会計繰出
 事業 △1,126 

28   農業集落排水事業特別会計
   繰出金 △1,126 

3 農業振興
費

△1,560 32,058 30,498 △1,384   △176 19 △1,560 負担金
、補助
及 び
交付金

06 園芸振興事業（政策） △540 
19   病害虫防除事業補助金 △90 
19   食の安全・安心対策事業補
   助金 △150 
19   園芸産地総合整備事業補助
   金 △300 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費

10 農業振興事業（政策） △636 
19   荒廃農地等利活用促進事業
   補助金 △636 

13 農地中間管理事業（政策） △384 
19   機構集積協力金 △384 

8 農 地 費 △9,869 140,252 130,383 △7,422   △2,447 13 △400 委託料
19 △9,469 負担金

、補助
及 び
交付金

05 土地改良助成事業（政策） △106 
19   土地改良区等事業費補助金 △106 

08 農地維持・資源向上対策事業 △9,763 
13   現地確認業務委託 △400 
19   農地維持・資源向上対策交
   付金 △9,363 

△12,087 633,628 621,541 計   △8,338   △3,749 

（款） 6 農林水産業費 （項） 2 林業費
1 林業振興
費

△5,982 14,513 8,531 △5,981   △1 13 △5,600 委託料
19 △382 負担金

、補助
及 び
交付金

02 林業振興事業 △5,982 
13   身近なみどり整備推進事業
   委託 △5,600 
19   一般造林事業補助金 △382 

△5,982 14,513 8,531 計   △5,981   △1 

（款） 6 農林水産業費 （項） 3 水産業費
1 水 産 業
振 興 費

△100 4,415 4,315    △100 19 △100 負担金
、補助
及 び
交付金

02 水産振興事業 △100 
19   水産多面的機能発揮対策事
   業交付金 △100 

△100 4,415 4,315 計      △100 

（款） 7 商工費 （項） 1 商工費
2 商工振興
費

△9,737 163,245 153,508 2,886   △12,623 13 2,886 委託料
19 △12,623 負担金

、補助
及 び
交付金

10 企業立地促進事業（政策） △8,623 
19   企業立地促進助成金 △8,623 

13 創業支援事業（政策） △4,000 
19   創業支援事業費補助金 △4,000 

16 プレミアム付商品券事業（政策
 ） 2,886 

13   プレミアム付商品券作成等
   業務委託 2,886 

4 歩崎公園
管 理 費

△16,200 111,483 95,283  △11,200 △5,000  13 △16,200 委託料 14 農村環境改善センター管理運営
 事業（政策） △16,200 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 7 商工費 （項） 1 商工費

13   農村環境改善センター改修
   設計等委託 △16,200 

△25,937 412,741 386,804 計   2,886 △11,200 △5,000 △12,623 

（款） 8 土木費 （項） 2 道路橋梁費
1 道路橋梁
維 持 費

△4,100 296,782 292,682 △16,573   12,473 11 △500 需用費
13 △20,493 委託料
15 16,893 工 事

請負費

03 道路維持管理事業（政策） △4,100 
11   印刷製本費 △500 
13   跨高速道路橋補修委託 △5,000 
13   橋梁長寿命化補修設計委託 △10,500 
13   橋梁法令定期点検委託 △4,993 
15   道路改修工事 20,493 
15   サイクリングサイン設置工
   事 △3,600 

2 道路橋梁
新設改良
費

△11,500 268,031 256,531    △11,500 15 △10,200 工 事
請負費

22 △1,300 補償、
補 填
及 び
賠償金

05 市道整備事業（政策） △11,500 
15   道路舗装補修工事 △500 
15   道路排水整備工事 △9,700 
22   電柱等移設補償 △1,300 

3 地域再生
基盤整備
事 業 費

△13,052 81,000 67,948 △333   △12,719 15 △12,552 工 事
請負費

22 △500 補償、
補 填
及 び
賠償金

02 道整備交付金事業（政策） △13,052 
15   道路改良工事 △12,552 
22   物件等補償 △500 

△28,652 645,813 617,161 計   △16,906   △11,746 

（款） 8 土木費 （項） 4 都市計画費
1 都市計画
総 務 費

△4,558 985,941 981,383 △1,080   △3,478 13 △3,899 委託料
19 △659 負担金

、補助
及 び
交付金

04 都市計画調整事業（政策） △3,899 
13   立地適正化計画策定及び都
   市計画マスタープラン改訂
   業務委託 △3,899 

09 神立駅周辺整備事業（政策） △659 
19   神立駅西口自転車駐車場整
   備事業負担金 △659 

2 公 園 費 △1,500 17,906 16,406    △1,500 13 △1,500 委託料 02 都市公園維持管理事業 △1,500 
13   公園等管理委託 △1,500 

3 街路事業
費

△1,848 52,134 50,286    △1,848 15 △1,848 工 事
請負費

03 街路整備事業（政策） △1,848 
15   ポケットパーク整備工事 △1,848 

△7,906 1,055,981 1,048,075 計   △1,080   △6,826 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 9 消防費 （項） 1 消防費

1 常備消防
費

△966 699,651 698,685    △966 19 △966 負担金
、補助
及 び
交付金

03 常備消防事業 △966 
19   茨城消防救急無線・指令セ
   ンター運営協議会負担金 △966 

2 非 常 備
消 防 費

△4,725 64,659 59,934   △4,454 △271 1 △171 報 酬
8 △4,454 報償費
19 △100 負担金

、補助
及 び
交付金

02 消防団運営事業 △4,725 
 1   団員報酬 △171 
 8   消防団員退職報償金 △4,454 
19   消防団員福祉共済掛金 △100 

3 消防施設
整 備 費

△2,485 60,322 57,837    △2,485 13 △471 委託料
18 △2,014 備 品

購入費

02 消防車両整備事業（政策） △2,215 
13   車載無線機・車両運用端末
   装置設置業務委託 △201 
18   消防自動車 △970 
18   本部査察車 △762 
18   消防団指揮車 △282 

04 消防水利整備事業（政策） △270 
13   防火水槽設計委託 △270 

4 災害対策
費

△11,518 111,491 99,973 △1,847 △2,000  △7,671 13 △3,566 委託料
15 △5,926 工 事

請負費
19 △2,026 負担金

、補助
及 び
交付金

05 災害対策事業 △907 
13   地域防災無線保守委託 △907 

06 災害対策事業（政策） △4,685 
13   防災マップ作成業務委託 △2,659 
19   罹災証明書交付等共同整備
   事業費負担金 △2,026 

08 防災無線整備事業（政策） △5,926 
15   防災行政無線デジタル化整
   備工事 △5,926 

△19,694 936,123 916,429 計   △1,847 △2,000 △4,454 △11,393 

（款） 10 教育費 （項） 1 教育総務費
3 教育振興
対 策 費

△616 110,335 109,719 △206   △410 19 △616 負担金
、補助
及 び
交付金

26 幼稚園教育振興事業（政策） △616 
19   私立幼稚園就園奨励費補助
   金 △616 

△616 213,410 212,794 計   △206   △410 

（款） 10 教育費 （項） 4 社会教育費
2 公民館費 △1,076 80,326 79,250    △1,076 14 △1,076 使用料

及 び
賃借料

08 千代田公民館管理事業 △1,076 
14   土地借上料 △1,076 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 10 教育費 （項） 4 社会教育費

△1,076 258,993 257,917 計      △1,076 

（款） 10 教育費 （項） 5 保健体育費
1 保健体育
総 務 費

△2,500 61,308 58,808    △2,500 11 △2,500 需用費 04 市民ふれあいスポーツ推進事業 △2,500 
11   光熱水費 △2,500 

2 体育施設
管 理 費

△6,258 99,194 92,936   △2,469 △3,789 13 △6,258 委託料 04 多目的運動広場管理運営事業 △1,500 
13   施設管理委託 △1,500 

05 戸沢公園運動広場管理運営事業 △2,289 
13   施設管理委託 △2,289 

06 第１常陸野公園管理運営事業 △2,469 
13   管理棟解体工事設計委託 △2,469 

△8,758 160,502 151,744 計     △2,469 △6,289 

（款） 12 公債費 （項） 1 公債費
1 元 金 0 1,985,330 1,985,330   △129,690 129,690 01 市債償還事業（元金）

 （財源振替）  
0 2,154,269 2,154,269 計     △129,690 129,690 
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給　与　費　明　細　表

給　　　　　　与　　　　　　費

その他
の手当

3,198

3,198

3,198

33,608

69,262

110,285

213,155

33,608

報　　酬 給　　料 計

その他の特別職

区　　　　分

補　正　後

補　正　前
議　　　　　員

39,879

89,273

(3.30)23,004

113,273

16,642

(3.30)

162,905

52,620

110,285

（単位　千円）

（単位　千円）

（単位　千円）

職員数（人）

374

374

区　分

補正後

補正前

比    較

共　済　費

6,271

20,011

635

26,917

6,271

20,011

635

26,917

2,050 31,898 7,501 192,040 1,890 666

比 　較 △ 7,676 △ 396

補正前 47,357 327,635

宿日直
手当

休日勤務
手当

夜間勤務
手当

退職手当
管理職員
特別勤務

手当
地域手当

補正後 47,357 327,635 246,053 16,830 25,077 63,040 3,412 50,292 2,050 31,898 7,501 192,040 1,494 666

特殊勤務
手当

246,053 16,830 25,077 70,716 3,412

23,004

職員
手当
等の
内訳

区　分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 通勤手当
時間外

勤務手当

長　　　　　等

（１）総　括

２　一　般　職

1,022,7511,449,125

管理職
手当

50,292

計

△ 8,072

7,406

24,048

24,048

16,642

△ 2,988

△ 2,988

243,060

1,449,125

合　　　　　計

比   　　較

23,004

△ 2,988

52,620

１　特　別　職

2,471,876

△ 8,072

共　済　費

461,718

461,718

165,893

期末手当 年間支給率
                     （月分）

長　　　　　等

1,996

3

1,996

長　　　　　等

議　　　　　員

△ 8,072

69,262

113,273

216,143

△ 2,988

計 △ 2,988

その他の特別職

計 3,198

(3.30)

計

2,463,804 2,925,522

2,933,594

1,014,679

議　　　　　員

その他の特別職

△ 2,988

合　　　　　　　計

報　　　酬 給　　　料 職員手当

職員数（人）

3

16

1,977

16

113,9081,977

23,004 7,406 (3.30)

39,879

89,273

110,920

240,072

給　　　　　　　与　　　　　　　費
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 議案第１７号 

 

   平成３０年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成３０年度かすみがうら市の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出から５，８５０千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

４，８７３，１３１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

歳入歳出予算補正」による。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  国 民 健 康 保 険 税       985,033         7,792△       977,241

 1  国 民 健 康 保 険 税       985,033         7,792△       977,241

 6  繰 入 金       594,117         1,942       596,059

 1  一 般 会 計 繰 入 金       444,117         1,942       446,059

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               4,878,981         5,850△     4,873,131
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 6  保 健 事 業 費        48,489         4,800△        43,689

 1  特 定 健 康 診 査 等 事 業 費        30,722         4,800△        25,922

 8  諸 支 出 金        66,814         1,050△        65,764

 1  償 還 金 及 び 還 付 加 算 金        66,812         1,050△        65,762

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計               4,878,981         5,850△     4,873,131
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  国 民 健 康 保 険 税           985,033             7,792    △           977,241

 2  使 用 料 及 び 手 数 料             1,000                 0             1,000

 3  国 庫 支 出 金                 1                 0                 1

 4  県 支 出 金         3,264,604                 0         3,264,604

 5  財 産 収 入                 4                 0                 4

 6  繰 入 金           594,117             1,942           596,059

 7  繰 越 金            11,059                 0            11,059

 8  諸 収 入            23,163                 0            23,163

歳          入          合          計         4,878,981             5,850    △         4,873,131

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  総 務 費      40,416           0      40,416

 2  保 険 給 付 費   3,213,817           0   3,213,817

 3  国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金   1,494,438           0   1,494,438

 4  共 同 事 業 拠 出 金           2           0           2

 5  財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金           1           0           1

 6  保 健 事 業 費      48,489       4,800△      43,689       4,800△

 7  基 金 積 立 金           4           0           4

 8  諸 支 出 金      66,814       1,050△      65,764       1,050△

 9  予 備 費      15,000           0      15,000

歳     出     合     計   4,878,981       5,850△   4,873,131       5,850△

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 国民健康保険税 （項） 1 国民健康保険税

1 一 般 被 保 険 者

国 民 健 康 保 険 税

△3,831 975,026 971,195 1 医 療 給 付 費 分

現 年 課 税 分

△2,084  現年課税分

2 後期高齢者支援金

分 現 年 課 税 分

△1,066  現年課税分

3 介 護 納 付 金 分

現 年 課 税 分

△681  現年課税分

2 退 職 被 保 険 者 等

国 民 健 康 保 険 税

△3,961 10,007 6,046 1 医 療 給 付 費 分

現 年 課 税 分

△2,419  現年課税分

2 後期高齢者支援金

分 現 年 課 税 分

△804  現年課税分

3 介 護 納 付 金 分

現 年 課 税 分

△738  現年課税分

△7,792 985,033 977,241 計 

（款） 6 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金 1,942 444,117 446,059 1 一般会計繰入金 1,942  保険基盤安定繰入金（支援分） △116 

 保険基盤安定繰入金（軽減分） 2,058 

1,942 444,117 446,059 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 6 保健事業費 （項） 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康
診査等事
業 費

△4,800 30,722 25,922    △4,800 13 △4,800 委託料 01 特定健康診査等事業 △4,800 
13   特定健康診査事業委託料 △4,800 

△4,800 30,722 25,922 計      △4,800 

（款） 8 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金
1 一 般
被保険者
保 険 税
還 付 金

△1,050 6,000 4,950    △1,050 23 △1,050 償還金
、利子
及 び
割引料

01 一般被保険者保険税還付事業 △1,050 
23   一般被保険者保険税過誤納
   金還付金 △1,050 

△1,050 66,812 65,762 計      △1,050 
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 議案第１８号 

 

   平成３０年度かすみがうら市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成３０年度かすみがうら市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１２，０８６千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

７９３，２９７千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料       301,021        13,492       314,513

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料       301,021        13,492       314,513

 3  繰 入 金       471,148         1,406△       469,742

 1  一 般 会 計 繰 入 金       471,148         1,406△       469,742

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計                 781,211        12,086       793,297
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 2  後 期高齢者医療広域連合納付 金       774,828        12,086       786,914

 1  後 期高齢者医療広域連合納付 金       774,828        12,086       786,914

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計                 781,211        12,086       793,297
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料           301,021            13,492           314,513

 2  使 用 料 及 び 手 数 料                 1                 0                 1

 3  繰 入 金           471,148             1,406    △           469,742

 4  繰 越 金             6,852                 0             6,852

 5  諸 収 入             1,001                 0             1,001

 6  国 庫 補 助 金             1,188                 0             1,188

歳          入          合          計           781,211            12,086           793,297

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計

52



歳    出

 1  総 務 費       4,382           0       4,382

 2  後期高齢者医療広域連合納付金     774,828      12,086     786,914      12,086

 3  諸 支 出 金       1,001           0       1,001

 4  予 備 費       1,000           0       1,000

歳     出     合     計     781,211      12,086     793,297      12,086

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 後期高齢者医療保険料 （項） 1 後期高齢者医療保険料

1 特 別 徴 収 保 険 料 8,697 197,447 206,144 1 現年度分特別徴収

保 険 料

8,697  現年度分

2 普 通 徴 収 保 険 料 4,795 103,574 108,369 1 現年度分普通徴収

保 険 料

4,123  現年度分

2 滞納繰越分普通徴

収 保 険 料

672  滞納繰越分

13,492 301,021 314,513 計 

（款） 3 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

3 保険基盤安定繰入金 △1,406 89,373 87,967 1 保険基盤安定繰入

金

△1,406  保険基盤安定繰入金

△1,406 471,148 469,742 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 後期高齢者医療広域連合納付金 （項） 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢
者医療広
域連合納
付 金

12,086 774,828 786,914    12,086 19 12,086 負担金
、補助
及 び
交付金

01 後期高齢者医療広域連合納付事
 業 12,086 

19   被保険者保険料等 13,492 
19   保険基盤安定納付金 △1,406 

12,086 774,828 786,914 計      12,086 
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 議案第１９号 

 

   平成３０年度かすみがうら市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 

 平成３０年度かすみがうら市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （繰越明許費） 

第１条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明

許」による 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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（単位　千円）

款 項 金　　　　額

　１ 下水道費 ２ 下水道建設費 ６，５１９流域下水道整備事業

第　１　表　　　繰　越　明　許　費　補　正

事　　業　　名
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 議案第２０号 

 

   平成３０年度かすみがうら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成３０年度かすみがうら市の農業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入

歳出予算補正」による。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 5  繰 入 金       304,200             0       304,200

 1  一 般 会 計 繰 入 金       304,200         1,126△       303,074

 2  基 金 繰 入 金             0         1,126         1,126

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計                 468,700             0       468,700

59



歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費       193,360             0       193,360

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費       193,360             0       193,360

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計                 468,700             0       468,700
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  分 担 金 及 び 負 担 金             2,900                 0             2,900

 2  使 用 料 及 び 手 数 料            78,597                 0            78,597

 3  県 費 支 出 金             7,880                 0             7,880

 4  財 産 収 入                 1                 0                 1

 5  繰 入 金           304,200                 0           304,200

 6  繰 越 金            11,521                 0            11,521

 7  諸 収 入                 1                 0                 1

 8  市 債            63,600                 0            63,600

歳          入          合          計           468,700                 0           468,700

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  農 業 集 落 排 水 事 業 費     193,360           0     193,360       1,126       1,126△

 2  公 債 費     272,340           0     272,340

 3  予 備 費       3,000           0       3,000

歳     出     合     計     468,700           0     468,700       1,126       1,126△

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
 区　　　分 金　　額

節 
 説　 　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
 区　　　分 金　　額

節 
 説　 　明

（単位  千円）（款） 5 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

1 一 般 会 計 繰 入 金 △1,126304,200 303,074 1 一般会計繰入金 △1,126  一般会計繰入金

△1,126304,200 303,074 計 

（款） 5 繰入金 （項） 2 基金繰入金

1 農業集落排水処理施

設維持管理基金繰入

金

1,126 0 1,126 1 農業集落排水処理

施設維持管理基金

繰 入 金

1,126  農業集落排水処理施設維持管理基金繰入金

1,126 0 1,126 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 1 農業集落排水事業費 （項） 1 農業集落排水事業費

1 施設管理
費

0 193,360 193,360   1,126 △1,126 02 農業集落排水維持管理事業
 （財源振替）  

0 193,360 193,360 計     1,126 △1,126 
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 議案第２１号 

 

   平成３０年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成３０年度かすみがうら市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１６，２２３千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

３，６２５，２３１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 

予算補正」による。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 8  繰 越 金       100,108       116,223       216,331

 1  繰 越 金       100,108       116,223       216,331

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計               3,509,008       116,223     3,625,231
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歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 2  保 険 給 付 費     3,190,847         5,080     3,195,927

 2  介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費        56,970         5,080        62,050

 6  基 金 積 立 金            35       111,143       111,178

 1  基 金 積 立 金            35       111,143       111,178

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計               3,509,008       116,223     3,625,231
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  保 険 料           764,267                 0           764,267

 2  使 用 料 及 び 手 数 料               100                 0               100

 3  国 庫 支 出 金           724,941                 0           724,941

 4  支 払 基 金 交 付 金           869,089                 0           869,089

 5  県 支 出 金           487,487                 0           487,487

 6  財 産 収 入                34                 0                34

 7  繰 入 金           546,279                 0           546,279

 8  繰 越 金           100,108           116,223           216,331

 9  諸 収 入             6,703                 0             6,703

10  介 護 サ ー ビ ス 収 入            10,000                 0            10,000

歳          入          合          計         3,509,008           116,223         3,625,231

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  総 務 費     103,138           0     103,138

 2  保 険 給 付 費   3,190,847       5,080   3,195,927       5,080

 3  財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金           1           0           1

 4  地 域 支 援 事 業 費      84,215           0      84,215

 5  介 護 サ ー ビ ス 事 業 費      17,212           0      17,212

 6  基 金 積 立 金          35     111,143     111,178     111,143

 7  諸 支 出 金     103,560           0     103,560

 8  予 備 費      10,000           0      10,000

歳     出     合     計   3,509,008     116,223   3,625,231     116,223

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 8 繰越金 （項） 1 繰越金

1 繰 越 金 116,223 100,108 216,331 1 繰 越 金 116,223  前年度繰越金

116,223 100,108 216,331 計 
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補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額 　 計 　
        補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源     目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源   区　分 金　　額

節
       説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等諸費

1 介護予防
サービス
給 付 費

5,080 56,970 62,050    5,080 19 5,080 負担金
、補助
及 び
交付金

01 介護予防サービス給付事業 5,080 
19   介護予防サービス給付費 3,900 
19   地域密着型介護予防サービ
   ス給付費 1,180 

5,080 56,970 62,050 計      5,080 

（款） 6 基金積立金 （項） 1 基金積立金
1 介護給付
費準備基
金積立金

111,143 35 111,178    111,143 25 111,143 積立金 01 介護給付費準備基金積立事業 111,143 
25   介護給付費準備基金積立金 111,143 

111,143 35 111,178 計      111,143 
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 議案第２８号 

 

   かすみがうら市交流センターの指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

１ 指定管理者となる団体 

  かすみがうら市大和田５６２番地 

  株式会社 かすみがうら未来づくりカンパニー 

  代表取締役 今 野 浩 紹 

 

２ 指定の期間 

  ２０１９年４月１日から２０２２年３月３１日まで 
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 議案第２９号 

 

   土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更について   

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８６条第１項の規定により、土

浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約（平成２３年市町村指令第５

号）の一部を変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議

決を求める。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

   土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の一部を改正    

   する規約 

 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約（平成２３年市町村指令

第５号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条中「、神立駅自由通路整備事業、神立駅舎橋上化整備事業及び神立駅

東口歩行者専用道路整備事業」を削る。 

 第１６条の表を次のように改める。 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地区画整理事業に

関する土地造成工事費、調査費、測

量費及びこれらに附帯する経費 

関係市のそれぞれの市域に属する事

業地の面積比に相当する割合 
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神立駅西口地区土地区画整理事業に

関する補償費及び減価補償金 

関係市のそれぞれの市域に属する事

業地内の物件に係る補償物件相当額

及び減価補償金相当額 

関係市から派遣された職員の人件費 関係市がそれぞれ派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦市      １００分の５０ 

かすみがうら市  １００分の５０ 

   附 則 

 この規約は、県知事の許可のあった日から施行する。 

 

土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約 新旧対照表 

変更前 変更後 

 (組合の共同処理する事務)  (組合の共同処理する事務) 

第 3 条 組合は、土地区画整理法(昭和 29

年法律第 119号)第 3条第 4項の規定によ

り施行する神立駅西口地区土地区画整理

事業、神立駅自由通路整備事業、神立駅

舎橋上化整備事業及び神立駅東口歩行者

専用道路整備事業に関する事務を共同処

理する。 

第 3 条 組合は、土地区画整理法(昭和 29

年法律第 119号)第 3条第 4項の規定によ

り施行する神立駅西口地区土地区画整理

事業に関する事務を共同処理する。 

 (負担金)  (負担金) 

第 16条 前条の負担金は、次表に定めると

ころによる。ただし、特別な理由があると

きは、関係市の長の協議により別に定める

ことができるものとする。 

第 16条 前条の負担金は、次表に定めると

ころによる。ただし、特別な理由があると

きは、関係市の長の協議により別に定める

ことができるものとする。 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る土地造成工事費、調

査費、測量費及びこれ

らに附帯する経費 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地の面積比に相

当する割合 

経費の内容 負担割合 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る土地造成工事費、調

査費、測量費及びこれ

らに附帯する経費 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地の面積比に相

当する割合 
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神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る補償費及び減価補

償金 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地内の物件に係

る補償物件相当額

及び減価補償金相

当額 

神立駅自由通路整備

事業に関する整備費

及びこれらに附帯す

る経費 

土浦市 

 100分の 70 

かすみがうら市 

 100分の 30 

神立駅舎橋上化整備

事業に関する整備費

及びこれらに附帯す

る経費 

土浦市 

 100分の 70 

かすみがうら市 

 100分の 30 

神立駅東口歩行者専

用道路整備事業に関

する整備費及びこれ

らに附帯する経費 

土浦市 

 100分の 85 

かすみがうら市 

 100分の 15 

関係市から派遣され

た職員の人件費 

関係市がそれぞれ

派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦市 

 100分の 50 

かすみがうら市 

 100分の 50 
 

神立駅西口地区土地

区画整理事業に関す

る補償費及び減価補

償金 

関係市のそれぞれ

の市域に属する事

業地内の物件に係

る補償物件相当額

及び減価補償金相

当額 

関係市から派遣され

た職員の人件費 

関係市がそれぞれ

派遣した職員の人

件費相当額 

前記以外の経費 土浦 

 100分の 50 

かすみがうら市 

 100分の 50 
 

    附 則 

  この規約は、県知事の許可のあった日か

ら施行する。 
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 議案第３０号 

 

   土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合規約の変更に伴う    

   財産処分について    

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２８９条の規定により、土浦・か

すみがうら土地区画整理一部事務組合規約（平成２３年市町村指令第５号）の

変更に伴い、次のとおり財産処分を行うことについて、同法第２９０条の規定

に基づき、議会の議決を求める。 

 

   平成３１年３月１日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   

 

 土浦・かすみがうら土地区画整理一部事務組合が所有する神立駅自由通路整

備事業、神立駅東口歩行者専用道路整備事業に係る財産は次のとおり帰属する。 

種 類 所 在 地 番 内 容 帰 属 

神立駅 

自由通路 
土浦市神立中央一丁目 

4237-117

外 

延長 40m 

幅員 6m 
土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-36 191.00㎡ 土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-75 6.30㎡ 土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-76 151.00㎡ 土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-77 139.00㎡ 土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-78 90.00㎡ 土浦市 

土地 土浦市神立東一丁目 4301-79 178.00㎡ 土浦市 
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土地 土浦市神立東一丁目 4301-114 6.93㎡ 土浦市 

土地 かすみがうら市稲吉一丁目 2613-232 25.00㎡ かすみがうら市 

土地 かすみがうら市稲吉一丁目 2613-233 40.00㎡ かすみがうら市 
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（参考資料） 
 付議事件（条例）条文新旧対照表（新規制定条例及び廃止条例は除く。） 
 

かすみがうら市職員の給与に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第4条関係) 別表第1(第4条関係) 

1 行政職給料表級別職務分類表 1 行政職給料表級別職務分類表 

職務

の級 

職務の内容 

7級 市長公室長及び部長の職務 

教育委員会事務局教育部長の職務 

会計管理者の職務 

次長の職務 

事務所長の職務 

教育委員会事務局の次長の職務 

議会事務局長の職務 

農業委員会事務局長の職務 

(略) (略) 
 

職務

の級 

職務の内容 

7級 市長公室長及び部長の職務 

教育委員会事務局教育部長の職務 

次長の職務 

事務所長の職務 

教育委員会事務局の次長の職務 

議会事務局長の職務 

農業委員会事務局長の職務 

(略) (略) 
 

2 (略) 2 (略) 

    附 則 

  この条例は、平成31年4月1日から施行す

る。 

 

かすみがうら市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関

する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

 (定義)  (定義) 

第2条 この条例において「特例法人」とは、

市内に事務所又は事業所(製造業、情報通

信業、運輸業、卸売業、小売業その他規則

で定める事業の用に供するものに限る。た

だし、これらのうち規則で定める適用を除

外する事業については除く。以下「事務所

等」という。)の新増設をした法人であっ

て、地域経済牽引事業の促進による地域の

第2条 この条例において「特例法人」とは、

市内に事務所又は事業所(製造業、情報通

信業、運輸業、卸売業、小売業その他規則

で定める事業の用に供するものに限る。た

だし、これらのうち規則で定める適用を除

外する事業については除く。以下「事務所

等」という。)の新設又は増設(以下「新増

設」という。)をした法人であって、地域
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成長発展の基盤強化に関する法律(平成19

年法律第40号)第24条に基づく国の確認を

受けた承認地域経済牽引事業計画を行う

承認地域経済牽引事業者をいう。 

経済牽引事業の促進による地域の成長発

展の基盤強化に関する法律(平成19年法律

第40号)第24条に基づく国の確認を受けた

承認地域経済牽引事業計画を行う承認地

域経済牽引事業者をいう。 

2 この条例において「新増設」とは、合併、

分割その他規則で定める事由によるもの

でないものであって、規則で定めるところ

により算定した当該法人の従業者(市内在

住者であって雇用保険法(昭和 49 年法律

第 116 号)第 4 条第 1 項に規定する被保険

者(同法第 38条第1項に規定する短期雇用

特例被保険者及び同法第 43 条第 1 項に規

定する日雇労働被保険者を除く。)に限

る。)を 5 人以上増加させる新設又は増設

(中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)

第 2 条に定める中小企業者による新設又

は増設にあっては 3 人以上増加させるも

の)をいう。 

2 この条例において「新設」とは、市内に

事務所等を有しない企業が市内に事務所

等を新たに建設して設置することをいい、

「増設」とは、市内に既に事務所等を有す

る企業が事務所等の設置若しくは取得又

は既存の事務所等の設備を拡張すること

をいう。 

3～7 (略) 3～7 (略) 

 8 この条例において「新規雇用従業員」と

は、規則で定める者をいう。 

 (課税免除)  (課税免除) 

第4条 特例資産に対しては、市税条例の規

定にかかわらず、事務所等の新増設をした

日の属する年の翌年(当該日が1月1日であ

る場合においては当該日の属する年)の4

月1日の属する年度(以下「第1年度」とい

う。)から、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に基づく基本計画に定める重点促進区

域については5年度分、促進区域について

は3年度分の固定資産税に限り、固定資産

税を課さない。ただし、当該特例資産につ

いて第1年度の翌年度以降の各年度分の固

定資産税については、当該特例法人が当該

第4条 特例資産に対しては、市税条例の規

定にかかわらず、事務所等の新増設をした

日の属する年の翌年(当該日が1月1日であ

る場合においては当該日の属する年)の4

月1日の属する年度(以下「第1年度」とい

う。)から、地域経済牽引事業の促進によ

る地域の成長発展の基盤強化に関する法

律に基づく基本計画に定める重点促進区

域については5年度分、促進区域について

は3年度分に限り、固定資産税を課さない。 
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各年度の初日の属する年の1月1日におい

て市内に有する事務所等の従業員数から

当該特例法人が当該事務所等の新増設を

した日の前日において市内に有していた

事務所等の従業員数を控除して得た数が

第2条第1項に定める人数未満であるとき

は、この限りでない。 

2 特定業務資産に対しては、市税条例の規

定にかかわらず、特定業務施設の新増設を

した日の属する年の翌年(当該日が1月1日

である場合においては当該日の属する年)

の4月1日の属する年度(以下「第1年度」と

いう。)から5年度分の固定資産税に限り、

固定資産税を課さない。ただし、当該特定

業務資産について第1年度の翌年度以降の

各年度分の固定資産税については、当該認

定事業者が当該各年度の初日の属する年

の1月1日において、特定業務施設整備計画

の従業員数未満となった場合は、この限り

でない。 

2 特定業務資産に対しては、市税条例の規

定にかかわらず、特定業務施設の新増設を

した日の属する年の翌年(当該日が1月1日

である場合においては当該日の属する年)

の4月1日の属する年度(以下「第1年度」と

いう。)から5年度分に限り、固定資産税を

課さない。 

 3 次条第2号に規定する申告に係る従業員

数が5人未満(中小企業基本法(昭和38年法

律第154号)第2条に定める中小企業者にあ

っては3人未満)の特例法人又は認定事業

者は、前2項の規定による固定資産税の課

税の免除を受けることができない。 

 (申告)  (申告) 

第5条 前条の規定を受けようとする法人等

は、規則で定めるところにより、次の各号

に掲げる事項を、毎年1月31日までに市長

に申告しなければならない。 

第5条 前条第1項又は第2項の規定の適用を

受けようとする特例法人又は認定事業者

(以下「特例法人等」という。)は、規則で

定めるところにより、次の各号に掲げる事

項を、毎年1月31日までに市長に申告しな

ければならない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 特例法人及び認定事業者(以下「特例法 (2) 特例法人等が市内に有する事務所等又
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人等」という。)が市内に有する事務所等

又は及び特定業務施設の従業員数に関す

る事項 

は特定業務施設の従業員数に関する事項 

    附 則 

  この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行

する。 

 

かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例 新旧対照表 
改正前 改正後 

 (定義)  (定義) 
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 
(1)～(4) (略) (1)～(4) (略) 
(5) 重度心身障害者等 次に掲げるものを

いう。 
(5) 重度心身障害者等 次に掲げるものを

いう。 

  ｱ～ｶ (略)   ｱ～ｶ (略) 

   ｷ 精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律(昭和 25年法律第 123号)に基づ

く精神障害者保健福祉手帳を交付され

た者のうち、障害程度が 1 級の者(65

歳以上 75歳未満の者は、高齢者の医療

の確保に関する法律第 50条第 2号の規

定による認定を受けたものに限る。) 

 (控除額の支給)  (控除額の支給) 

第 4 条の 2 市は、前条第 2 項第 1 号の規定

により医療福祉費から控除した額を対象者

(重度心身障害者等並びに母子家庭の母子

及び父子家庭の父子以外の小児であり、9

歳に達する日以後の最初の 4月 1日から 15

歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの

間にあるものを除く。)の申請に基づいて支

給する。ただし、市長が必要と認めた場合

は、保護者等の申請に基づいて支給するこ

とができる。 

第 4 条の 2 市は、前条第 2 項第 1 号の規定

により医療福祉費から控除した額を対象者

(15 歳に達する日以後の最後の 4 月 1 日か

ら 18 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日

までの間にある小児を除く。)の申請に基づ

いて支給する。ただし、市長が必要と認め

た場合は、保護者等の申請に基づいて支給

することができる。 

 2 市は、対象者が 15 歳に達する日以後の最
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初の 3月 31日までの間にあるときは、前条

第 2 項第 2 号の規定により医療福祉費から

控除した額を対象者の申請に基づいて支給

する。ただし、市長が必要と認めた場合は、

保護者等の申請に基づいて支給することが

できる。 

 (医療福祉費の支給制限)  (医療福祉費の支給制限) 

第 5 条 第 4 条の規定にかかわらず、医療福

祉費は対象者が次の各号のいずれかに該当

するときは支給しない。 

第 5 条 第 4 条の規定にかかわらず、医療福

祉費は対象者が次の各号のいずれかに該当

するときは支給しない。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 小児にあっては、出生の日並びに 1歳の

誕生日から 18 歳の誕生日までの間の誕生

日において、その父若しくは母その者若し

くはその者の配偶者又はその父若しくは母

の前年の所得(出生の日及び当該誕生日の

属する月が 1 月から 6 月までの者は、前々

年の所得とする。以下この号において同

じ。)が基準額以上であるとき又は小児の父

母小児の配偶者若しくは父母を除く扶養義

務者で主として小児の生計を維持する者の

前年の所得が 1,000万円以上であるとき。 

(2) 小児(15歳に達する日以後の最初の 4月

1日から 18歳に達する日以後の最初の 3月

31 日までの間にあるものに限る。)にあっ

ては、15 歳の誕生日から 18 歳の誕生日ま

での間の誕生日において、その父若しくは

母その者若しくはその者の配偶者又はその

父若しくは母の前年の所得(出生の日及び

当該誕生日の属する月が 1 月から 6 月まで

の者は、前々年の所得とする。以下この号

において同じ。)が基準額以上であるとき又

は小児の父母小児の配偶者若しくは父母を

除く扶養義務者で主として小児の生計を維

持する者の前年の所得が 1,000 万円以上で

あるとき。 

(3)及び(4) (略) (3)及び(4) (略) 

2及び 3 (略) 2及び 3 (略) 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成 31 年 4 月 1 日から施行

する。ただし、第 4 条の 2 及び第 5 条第 1

項第 2 号の改正規定は、平成 31 年 10 月 1

日から施行する。 

  (経過措置) 

 2 この条例の施行日前の診療に係る医療福

祉費の支給については、なお従前の例によ
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る。 

 
かすみがうら市下水道条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

別表(第18条関係) 別表(第18条関係) 

基本料金(1箇月につき) 基本料金(1箇月につき) 

排除汚水量 金額 

10立方メートルまで 1,188円 

超過料金(1立方メートルにつき) 

11立方メートル以上20

立方メートル以下 

129.6円 

21立方メートル以上30

立方メートル以下 

140.4円 

31立方メートル以上50

立方メートル以下 

151.2円 

51立方メートル以上100

立方メートル以下 

162円 

101立方メートル以上50

0立方メートル以下 

172.8円 

501立方メートル以上1,

000立方メートル以下 

183.6円 

1,001立方メートル以上 194.4円 
 

排除汚水量 金額 

10立方メートルまで 1,210.0円 

超過料金(1立方メートルにつき) 

11立方メートル以上20

立方メートル以下 

132.0円 

21立方メートル以上30

立方メートル以下 

143.0円 

31立方メートル以上50

立方メートル以下 

154.0円 

51立方メートル以上100

立方メートル以下 

165.0円 

101立方メートル以上50

0立方メートル以下 

176.0円 

501立方メートル以上1,

000立方メートル以下 

187.0円 

1,001立方メートル以上 198.0円 
 

  

人数割 使用水 

(略) (略) 
 

人数割 使用水 

(略) (略) 
 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成31年10月1日から施行す

る。 

  (経過措置) 

 2 この条例による改正後のかすみがうら市

下水道条例の規定にかかわらず、この条例

の施行の日(以下「施行日」という。)の前

83



から継続している公共下水道の使用で、施

行日から平成31年10月31日までの間に支

払を受ける権利が確定する使用料につい

ては、なお従前の例による。 

 

かすみがうら市農業集落排水処理施設の管理に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第14条関係) 別表第1(第14条関係) 

基本料金(1箇月につき) 基本料金(1箇月につき) 

排除汚水量 金額 

10立方メートルまで 1,188円 

超過料金(1立方メートルにつき) 

11立方メートル以上2

0立方メートル以下 

129.6円 

21立方メートル以上3

0立方メートル以下 

140.4円 

31立方メートル以上5

0立方メートル以下 

151.2円 

51立方メートル以上1

00立方メートル以下 

162円 

101立方メートル以上

500立方メートル以下 

172.8円 

501立方メートル以上

1,000立方メートル以

下 

183.6円 

1,001立方メートル以

上 

194.4円 

 

排除汚水量 金額 

10立方メートルまで 1,210.0円 

超過料金(1立方メートルにつき) 

11立方メートル以上2

0立方メートル以下 

132.0円 

21立方メートル以上3

0立方メートル以下 

143.0円 

31立方メートル以上5

0立方メートル以下 

154.0円 

51立方メートル以上1

00立方メートル以下 

165.0円 

101立方メートル以上

500立方メートル以下 

176.0円 

501立方メートル以上

1,000立方メートル以

下 

187.0円 

1,001立方メートル以

上 

198.0円 

 

  

使用水 人数割 

(略) (略) 
 

使用水 人数割 

(略) (略) 
 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成31年10月1日から施行す
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る。 

  (経過措置) 

 2 この条例による改正後のかすみがうら市

農業集落排水処理施設の管理に関する条

例の規定にかかわらず、この条例の施行の

日(以下「施行日」という。)の前から継続

している農業集落排水処理施設の使用で、

施行日から平成31年10月31日までの間に

支払を受ける権利が確定する使用料につ

いては、なお従前の例による。 

 

かすみがうら市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

(運営審議会) (運営審議会) 

第9条 水道事業に関する重要事項について

市長の諮問に応じて調査審議するため、か

すみがうら市水道事業運営審議会(以下

「審議会」という。)を置く。 

第9条 上下水道事業に関する重要事項につ

いて市長の諮問に応じて調査審議するた

め、かすみがうら市上下水道事業運営審議

会(以下「審議会」という。)を置く。 

2 審議会は、次に掲げる事項を調査、審議

する。 

2 審議会は、次に掲げる事項を調査、審議

する。 

(1) 水道事業の運営に関する重要事項 (1) 上下水道事業の運営に関する重要事項 

(2) (略) (2) (略) 

3 (略) 3 (略) 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成 31年 4月 1日から施行

する。 

 

かすみがうら市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 新旧対照

表(附則第 2項関係) 

【改正前】 

別表第1(第2条、第5条、第6条関係) 

職名 報酬 旅費 

執行

機関 

(略) (略) (略) 
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附属

機関 

(略) (略) (略) 

水道事業運営審議会

委員 

  7,500 37 2,100 12,500 2,100 

(略) (略) (略) 

補助

機関 

(略) (略) (略) 

備考 (略) 

 

【改正後】 

別表第1(第2条、第5条、第6条関係) 

職名 報酬 旅費 

執行

機関 

(略) (略) (略) 

附属

機関 

(略) (略) (略) 

上下水道事業運営審

議会委員 

  7,500 37 2,100 12,500 2,100 

(略) (略) (略) 

補助

機関 

(略) (略) (略) 

備考 (略) 

 

かすみがうら市水道事業給水条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

別表第1(第23条、第26条関係) 別表第1(第23条、第26条関係) 

(1) 水道料金 (1) 水道料金 

種別 水量

(立方

メート

ル) 

基本料

金(円) 

水量

(立方

メート

ル) 

超過料

金(円)

(1立方

メート

ルにつ

き) 

一般及

び供用 

営業用 

0 1,620.

0 

1～10 48.6 

11～30 205.2 

31～50 226.8 

種別 水量

(立方

メート

ル) 

基本料

金(円) 

水量

(立方

メート

ル) 

超過料

金(円)

(1立方

メート

ルにつ

き) 

一般及

び供用 

営業用 

0 1,650.

0 

1～10 49.5 

11～30 209.0 

31～50 231.0 
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団体用 51～10

0 

259.2 

101～ 270.0 

臨時用  810.0 
 

団体用 51～10

0 

264.0 

101～ 275.0 

臨時用  825.0 
 

備考 (略) 備考 (略) 

(2) メータ使用料 (2) メータ使用料 

口径(ミリメートル) 使用料(円) 

13 54.0 

20 108.0 

25 118.8 

30 183.6 

40 216.0 

50 1,080.0 

75～ 1,404.0 
 

口径(ミリメートル) 使用料(円) 

13 55.0 

20 110.0 

25 121.0 

30 187.0 

40 220.0 

50 1,100.0 

75～ 1,430.0 
 

別表第2(第29条関係) 別表第2(第29条関係) 

メータの口径(ミリ

メートル) 

金額(円) 

13 97,200 

20 162,000 

25 194,400 

30 280,800 

40 356,400 

50 810,000 

75 810,000 
 

メータの口径(ミリ

メートル) 

金額(円) 

13 99,000 

20 165,000 

25 198,000 

30 286,000 

40 363,000 

50 825,000 

75 825,000 
 

    附 則 

  (施行期日) 

 1 この条例は、平成31年10月1日から施行す

る。 

  (経過措置) 

 2 この条例による改正後のかすみがうら市

水道事業給水条例の規定にかかわらず、こ

の条例の施行の日(以下「施行日」という。)
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の前から継続している水道の使用で、施行

日から平成31年10月31日までの間に料金

の支払を受ける権利が確定するものに係

る料金については、なお従前の例による。 

 

かすみがうら市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

に関する条例 新旧対照表 

改正前 改正後 

(布設工事監督者の資格基準) (布設工事監督者の資格基準) 

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定

める布設工事監督者が有すべき資格は、次

の各号のとおりとする。 

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定

める布設工事監督者が有すべき資格は、次

の各号のとおりとする。 

(1)及び(2) (略) (1)及び(2) (略) 

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専

門学校において土木科又はこれに相当す

る課程を修めて卒業した後、5年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(3) 学校教育法による短期大学(同法によ

る専門職大学の前期課程(以下「専門職大

学前期課程」という。)を含む。)又は高等

専門学校において土木科又はこれに相当

する課程を修めて卒業した後(専門職大学

前期課程にあっては、修了した後)、5年以

上水道に関する技術上の実務に従事した

経験を有する者 

(4)～(7) (略) (4)～(7) (略) 

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条

第1項の規定による第2次試験のうち上下

水道部門に合格した者(選択科目として上

水道及び工業用水道又は水道環境を選択

したものに限る。)であって、1年以上水道

に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者 

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条

第1項の規定による第2次試験のうち上下

水道部門に合格した者(選択科目として上

水道及び工業用水道を選択した者に限

る。)であって、1年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(9) (略) (9) (略) 

(水道技術管理者の資格基準) (水道技術管理者の資格基準) 

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定

める水道技術管理者が有すべき資格は、次

の各号のとおりとする。 

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定

める水道技術管理者が有すべき資格は、次

の各号のとおりとする。 

(1) (略) (1) (略) 
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(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する

学校において土木工学以外の工学、理学、

農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業

した後、同条第1号に規定する学校を卒業

した者については4年以上、同条第3号に規

定する学校を卒業した者については6年以

上、同条第4号に規定する学校を卒業した

者については8年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する

学校において土木工学以外の工学、理学、

農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業

した後(専門職大学前期課程にあっては、

修了した後)、同条第1号に規定する学校を

卒業した者については4年以上、同条第3

号に規定する学校を卒業した者(専門職大

学前期課程にあっては、修了した者)につ

いては6年以上、同条第4号に規定する学校

を卒業した者については8年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(3) (略) (3) (略) 

(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する

学校において工学、理学、農学、医学及び

薬学に関する学科目並びにこれらに相当

する学科目以外の学科目を修めて卒業し

た後、同条第1号に規定する学校を卒業し

た者については5年以上、同条第3号に規定

する学校を卒業した者については7年以

上、同条第4号に規定する学校を卒業した

者については9年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する

学校において工学、理学、農学、医学及び

薬学に関する学科目並びにこれらに相当

する学科目以外の学科目を修めて卒業し

た後(専門職大学前期課程にあっては、修

了した後)、同条第1号に規定する学校を卒

業した者については5年以上、同条第3号に

規定する学校を卒業した者(専門職大学前

期課程にあっては、修了した者)について

は7年以上、同条第4号に規定する学校を卒

業した者については9年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5)及び(6) (略) (5)及び(6) (略) 

    附 則 

  この条例は、平成31年4月1日から施行す

る。 
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 議案第３１号 

 

   平成３０年度かすみがうら市一般会計補正予算（第８号） 

 

 平成３０年度かすみがうら市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 
 （歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，８８８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 
１６，８８２，４４４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出 
予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 
 

 

   平成３１年３月２２日提出 

 

かすみがうら市長  坪 井  透   
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第 １ 表   歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳    入 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 6  地 方 消 費 税 交 付 金       706,957         1,519       708,476

 1  地 方 消 費 税 交 付 金       706,957         1,519       708,476

12  分 担 金 及 び 負 担 金       202,902           959       203,861

 1  負 担 金       202,902           959       203,861

15  県 支 出 金     1,184,653         1,410     1,186,063

 2  県 補 助 金       401,449         1,410       402,859

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計              16,878,556         3,888    16,882,444

2



歳　　出 （単位　千円）

款 項 補正前の額 補正額 　　計　　

 3  民 生 費     6,075,296         2,478     6,077,774

 1  社 会 福 祉 費     3,034,145         2,478     3,036,623

 6  農 林 水 産 業 費       634,387         1,410       635,797

 1  農 業 費       621,541         1,410       622,951

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計              16,878,556         3,888    16,882,444

3



１　追　加 （単位　千円）

款 項 金　　　　額

　６　農林水産業費 １　農業費 １，４１０

第　２　表　　　繰　越　明　許　費

事　　業　　名

農業振興事業

4



歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
１  総    括

歳    入

 1  市 税         5,460,529                 0         5,460,529

 2  地 方 譲 与 税           226,000                 0           226,000

 3  利 子 割 交 付 金             7,320                 0             7,320

 4  配 当 割 交 付 金            21,984                 0            21,984

 5  株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金            22,346                 0            22,346

 6  地 方 消 費 税 交 付 金           706,957             1,519           708,476

 7  ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金           100,000                 0           100,000

 8  自 動 車 取 得 税 交 付 金            35,000                 0            35,000

 9  地 方 特 例 交 付 金            15,000                 0            15,000

10  地 方 交 付 税         3,635,311                 0         3,635,311

11  交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金             7,138                 0             7,138

12  分 担 金 及 び 負 担 金           202,902               959           203,861

13  使 用 料 及 び 手 数 料            54,084                 0            54,084

14  国 庫 支 出 金         2,097,955                 0         2,097,955

15  県 支 出 金         1,184,653             1,410         1,186,063

16  財 産 収 入             9,191                 0             9,191

17  寄 附 金            14,351                 0            14,351

18  繰 入 金           407,930                 0           407,930

19  繰 越 金         1,061,886                 0         1,061,886

20  諸 収 入           207,119                 0           207,119

21  市 債         1,400,900                 0         1,400,900

歳          入          合          計        16,878,556             3,888        16,882,444

（単位　千円）

款 補正前の額 補正額 計
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歳    出

 1  議 会 費     143,481           0     143,481

 2  総 務 費   2,369,115           0   2,369,115

 3  民 生 費   6,075,296       2,478   6,077,774         959       1,519

 4  衛 生 費   1,156,938           0   1,156,938

 5  労 働 費      27,382           0      27,382

 6  農 林 水 産 業 費     634,387       1,410     635,797       1,410

 7  商 工 費     386,804           0     386,804

 8  土 木 費   1,769,534           0   1,769,534

 9  消 防 費     916,429           0     916,429

10  教 育 費   1,214,919           0   1,214,919

11  災 害 復 旧 費           2           0           2

12  公 債 費   2,154,269           0   2,154,269

13  予 備 費      30,000           0      30,000

歳     出     合     計  16,878,556       3,888  16,882,444       1,410         959       1,519

（単位　千円）

補正額の財源内訳

款 補正前の額 補正額 計 特      定      財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他
一 般 財 源
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補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）

２  歳  入

補正前の額 補　正　額 計目 
  区　　　分 金　　額

節 
              説　　　　　　　　　明

（単位  千円）（款） 6 地方消費税交付金 （項） 1 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金 1,519 706,957 708,476 1 地方消費税交付金 1,519  地方消費税交付金

1,519 706,957 708,476 計 

（款） 12 分担金及び負担金 （項） 1 負担金

1 民 生 費 負 担 金 959 202,902 203,861 1 老人福祉費負担金 959  老人ホーム入所措置事業負担金

959 202,902 203,861 計 

（款） 15 県支出金 （項） 2 県補助金

4 農 林 水 産 業 費

県 補 助 金

1,410 37,250 38,660 1 農 業 費 補 助 金 1,410  担い手確保・経営強化支援事業補助金

1,410 401,449 402,859 計 
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補正前の額 補　正　額  計 
    補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源  目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源  区　分 金　　額

節
   説　 　明

（単位  千円）
３  歳  出

補正前の額 補　正　額  計 
    補　正　額　の　財　源　内　訳

特　　定　　財　　源  目
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

一　　般
財　　源  区　分 金　　額

節
   説　 　明

（単位  千円）（款） 3 民生費 （項） 1 社会福祉費

2 老人福祉
費

2,478 82,062 84,540 959 1,519 20 2,478 扶助費 02 老人ホーム入所措置事務事業 2,478 
20   老人保護措置費 2,478 

2,478 3,034,145 3,036,623 計   959 1,519 

（款） 6 農林水産業費 （項） 1 農業費
3 農業振興
費

1,410 30,498 31,908 1,410 19 1,410 負担金
、補助
及 び
交付金

09 農業振興事業 1,410 
19   担い手確保・経営強化支援
 事業補助金 1,410 

1,410 621,541 622,951 計   1,410
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